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市の組織機構が一部変わりました

4月1日からの組織機構の一部変更点
※1 人事部を新設し、「人事課」と「職員課」を配置します。

※2 �課名について、わかりやすく、親しみやすい名称へとするため、「監理課」を「契約検査課」に、「児童福祉課」を「こども家

庭課」に、「健康管理課」を「健康づくり推進課」に、変更します。また、「生涯学習課」を「文化芸術課」として、生涯学習推

進室を設けます。また、「社会体育課」を「スポーツ推進課」として、国体準備室を設けます。

※3 �子ども・子育て支援新制度に対応するため、「保育園課」を「保育課」に変更し、今までの業務のほかに、幼稚園の施設型

給付に関わる事務および、幼稚園就園奨励費補助等の事務を行います。※上町保育園を廃止します。

※4 �建設部施設整備課「新エネルギー対策室」を環境部環境政策課内に配置し、部長直轄の組織となります。

※5 建設部緑化推進課を廃止し、都市計画課に編入します。
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※保育課の業務内容が変更になります。

　　平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度に

伴い一部業務内容が変わります。

・保育課で、私立幼稚園に関する事務を行うこととなります。

・公立幼稚園については、今まで通り、教育総務課で事務

を行います。
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